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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
JPOの特許技監の嶋野です。JPOの最近の動向について、簡単にお話します。
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1. Dealing with the Fourth Industrial Revolution

2. Fostering SMEs, start-up and local innovation

3. Expanding support for developing countries

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
JPOのこの1年の取組は、大きく次の3つに整理されます。第四次産業革命への対応、中小、ベンチャー、地域発イノベーションの促進、そして、途上国支援の拡大です。�次のスライドで、具体的な取組に個別に言及していきます。
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• Establishing SEP Guideline in spring 2018

• Launch of Essentiality Check for SEPs in April 2018

• Holding International Symposium on SEPs in March 2018

• Study of AI Utilization for JPO’s business

1. Dealing with the Fourth Industrial Revolution

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まず、第四次産業革命への対応について話します。これまで情報通信業界同士で行われてきたライセンス交渉は、通信業界の企業とそれ以外の製造業やサービス業といった異業種間で行われるようになりました。その結果、ルールや料率の考え方などに違いがあるなど、これまでになかった課題が顕在化してきています。JPOでは、このような異業種間でのライセンス交渉が円滑に行われるために、標準必須特許（Standard Essential Patents: SEPs）のライセンス交渉に関するガイドラインの作成に向けて取り組んでいます。現在、素案を作成しているところで、間もなく、英語及び日本語で素案を公開し、パブリックコメントを求める予定です。また、情報通信分野とそれ以外の分野では、特許発明の標準必須性についての見解の乖離や紛争が生じやすくなっています。そのような紛争を迅速に解決するために、JPOでは、標準必須性の判定の開始を検討しています。具体的には、既存の判定制度（advisory opinion system）を活用して、特許発明の標準必須性を判断することを考えています。また、今月13日には、国内外の有識者、司法関係者、企業関係者を集め、標準必須特許に関する国際シンポジウムを開催する予定です。このシンポジウムでは、標準必須特許に関する課題を議論するほか、標準必須特許を巡るライセンス交渉や紛争を早期にかつ国際的な一回的解決を可能とする国際仲裁（international arbitration）についても議論を行います。また、昨年度から、事務の高度化及び効率化に向けて、人工知能技術の活用可能性の検討を開始しました。昨年4月には今後のAI活用に向けたアクションプランを作成しました。今年度は、アクションプランに沿って、特許分類付与や先行技術調査等の実証事業を行っています。
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• Foundation of INPIT-KANSAI in July 2017

• Qualifying start-up for “super-accerelated exam.”

• Change of fee reduction system for SMEs

2. Fostering SMEs, start-up and local innovation

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
続いて、中小企業、ベンチャー企業、そして、地域によるイノベーションの促進についてお話しします。ベンチャー企業や中小企業は、オープンイノベーションにおいて重要な連携先として期待されています。したがって、これらの企業の知財が適切に取得・活用されることで、イノベーション創出が促進されるものと考えられます。そこで、来年度は、事業化に向けてスピードを重視するベンチャー企業のために、「スーパー早期審査」の対象拡大を検討しています。また、現行の中小企業向け特許料金の軽減制度では、赤字企業が対象となっていますが、現在、中小企業であれば一律に料金が半減になるような法改正を検討しているところです。さらにJPOは、地域における中小企業のイノベーションを後押しするため、昨年７月に、「INPIT近畿統括本部」（INPIT-KANSAI）を開設しました。INPIT-KANSAIにて、知的財産戦略のエキスパートによる高度で専門的な支援や、高度検索用端末による情報の提供が始まりました。審査の面でも、出張面接・テレビ面接審査の拠点として活用しています。
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• WIPO High-Level Forum in February 2018
(30th anniversary of Funds-In-Trust Japan)

• Expansion of Funds-In-Trust Japan for WIPO in April 2018

3. Expanding support for developing countries

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
最後に、国際的な取組について話をします。JPOは、途上国支援に注力しています。今年度はWIPOジャパンファンド（Funds-In-Trust Japan）の設立から30周年の節目に当たります。そこで、先週、WIPOと共催で、アジア太平洋、中東、アフリカ、中南米地域等約60か国の知財庁長官級を約100名を招待し、WIPOハイレベルフォーラムを開催いたしました。また、これまでは、WIPOジャパンファンドを通じ、アジア・太平洋、及びアフリカ地域を対象とした協力を行ってきました。今後は、協力地域を全世界に拡大するほか、WIPOへの任意拠出金を増額するように取り組んでいきます。さらに、WIPOジャパンファンドを通じて、開発途上国における知財の活用を推進したいと考えています。開発途上国において、知財がイノベーションにつながったり、あるいは、発掘した地域産品のブランドを知財により保護してその地域産品を展開できたりすれば、開発途上国が「知財は成長のツールである」と実感できるようになります。



Thank you!

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
以上、JPOの最近の取組をご紹介しました。ご清聴ありがとうございました。
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